
（相談・苦情対応） 

第１５条 利用者及びその家族からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、訪問型サービ

スの提供に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。

２ 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から５年間保存する。 

３ 事業所は、提供した訪問型サービスに関し、介護保険法第２３条の規定等により市町

村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質

問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに市町村から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

４ 事業所は、提供した訪問型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団

体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を

受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

（個人情報の保護） 

第１６条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのため

のガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの

提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に

応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。 

４ 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ

せるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とするものとする。 

（虐待防止に関する事項） 

第１７条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため必要な措置を講ずるもの

とする。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底

する。 

（２）虐待防止のための指針を整備する。

（３）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

２ 事業所は、サービス提供中に、養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）等

により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報

するものとする 

（業務継続計画の策定等） 

第１８条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要な 

サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた




